
阿賀野市告示第２００号  

 阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付要綱を次のように定める。  

  令和６年１１月２０日  

                    阿賀野市長 加 藤 博 幸   

 

   阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第１条 この告示は、阿賀野市への移住・定住を促進するため、高校・大学等

を卒業後、阿賀野市内に居住する者が就学時に借り入れた、阿賀野市奨学貸

付基金条例（平成１６年阿賀野市条例第６６号）に定める奨学金及び入学準

備金（以下「阿賀野市奨学金」という。）に係る貸付総額の一部を対象とし

て交付する阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金（以下「補助金」とい

う。）の交付について、阿賀野市補助金等交付規則（平成１６年阿賀野市規

則第５６号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （補助金の受給要件及び申請期間）  

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とする。ただし、国及び地方公共団体の職員を除く。  

 (１) 在学期間中に阿賀野市奨学金の貸与を受け、大学院、大学、短期大学、

専修学校、高等学校等（以下「教育機関」という。）を卒業した者 

 (２) 阿賀野市奨学金を現に返還している者又は返還した者（一括返還者を

含む。） 

 (３) 補助金の申請時において、既に返還した金額が補助金申請額を超えて

いる者 

 (４) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者  

   ア 阿賀野市奨学金返還開始年度の４月１日から継続して阿賀野市に

３年以上住民登録があり、現に居住している者  

   イ 阿賀野市奨学金返還開始年度の４月１日から５年以内に転入し、転

入後継続して３年以上住民登録があり、現に居住している者  

 (５) 補助金の申請時から、２年以上阿賀野市に居住する見込みがある者 

 (６) 補助金の申請時において、就業し、原則、フルタイムで勤務しており、

雇用期間１年以上の見込みがある者 

 (７) 阿賀野市奨学金及び市税の滞納がない者 

 (８) 次に掲げる要件のいずれかに該当する者  

   ア 阿賀野市奨学金の貸与を受けて卒業した教育機関の所在地が県外
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にある場合において、令和４年度以降に返還を開始した者  

   イ 阿賀野市奨学金の貸与を受けて卒業した教育機関の所在地が県内

にある場合において、令和６年度以降に返還を開始した者  

２ 補助金の申請可能期間は、前項の要件を満たし、かつ、阿賀野市奨学金返

還開始年度の４月１日又は転入日の属する年度の翌年度の４月１日から５

年以内とする。  

 （補助金の額）  

第３条 補助金の額は、予算の範囲内とし、阿賀野市奨学金の貸与を受けて卒

業した教育機関の所在地により、次の各号に定めるとおりとする。ただし、

補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 

 (１) 県外にある教育機関の場合は、阿賀野市奨学金貸付総額に４分の１を

乗じた額とする。 

 (２) 県内にある教育機関の場合は、阿賀野市奨学金貸付総額に１０分の１

を乗じた額とする。  

２ 同一人が複数回において阿賀野市奨学金の貸与を受け、合算して返還して

いる場合は、阿賀野市奨学金の総額に対する補助とする。この場合において、

補助金の額は、阿賀野市奨学金の貸与を受けて卒業した直近の教育機関の所

在地により判断する。  

 （交付回数の制限）  

第４条 補助金の交付回数は、同一人につき、１回とする。  

 （交付申請及び決定）  

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、阿

賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲

げる書類を添えて、市長に提出するものとする。  

 (１) 申請者が教育機関を卒業したことを証する書類（申請者の最終学歴に

係るもの） 

 (２) 市税の未納がないことを証する書類（納税証明書等） 

 (３) 申請者の住民票 

 (４) 申請者が就業していることを証する書類（在職証明書等）  

２ 前項の申請書は、毎年４月から６月末までに阿賀野市教育委員会に提出し

なければならない。  

３ 市長は、第１項の申請書の提出があったときは、その内容について審査し、

補助金の受給要件を満たすと認めるときは、補助金の額及び交付について決

定し、申請者に対して阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付決定通



知書（第２号様式）により通知するものとする。  

 （補助金の請求）  

第６条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、

阿賀野市奨学生移住・定住促進事業補助金交付請求書（第３号様式）により

補助金を請求するものとする。  

 （補助金の交付）  

第７条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、速やかに補

助金を交付するものとする。この場合において、補助金の交付は、交付決定

者の指定する金融機関への口座振込により行うものとする。  

 （居住及び就業状況の報告）  

第８条 補助金の交付を受けた者は、交付決定を受けて２年の間、第５条第１

項第３号及び第４号に定める書類を所定の期日までに阿賀野市教育委員会

に提出し、報告しなければならない。  

 （交付決定の取消し及び補助金の返還）  

第９条 市長は、交付決定者が、虚偽の申請により補助金の交付を受けた場合

又は前条に定める報告がなされない場合若しくは前条の報告により補助金

申請時から２年の間、阿賀野市外に転出又は阿賀野市に居住していないこと

が判明した場合は、阿賀野市奨学金移住・定住促進事業補助金返還命令書（第

４号様式）により補助金の交付決定を取り消し、期限を指定して補助金の全

額返還を求めるものとする。ただし、特別の事情があると市長が認めるとき

は、この限りでない。  

 （補則）  

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。  

   附 則  

 この告示は、令和６年１１月２０日から施行する。  

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


